
（参考：公示日後に裁判官氏名を入力の上配布）

（注）１　オンラインシステムが普通となった場合のみ使用すること。

　　　２　開票結果集計後直ちに報告すること。

　　　３　無効投票率は、小数第２位まで（小数第３位を四捨五入）とすること。

市町村名 神流町 発 信 者

罷 免 を可と する投票 罷免を可としない投票
記 載 を 無 効 と
さ れ た も の の 数

都道府県

番　　号 10
（第２２号－２）開票結果に関する報告(国民審査)

神流町選挙管理委員会

969 969 959 10

高須　順一 37

無 効 投 票 率
(Ｃ)
(Ａ)

1.03%

69 1,849 1,918

投票者総数(Ａ＋Ｄ) 投 票 総 数 (Ａ) 有 効 投 票 数 (Ｂ) 無 効 投 票 数 (Ｃ) 持帰り・その他 (Ｄ)

計

沖野　眞已 32

計罷免を可としない投票
記 載 を 無 効 と
さ れ た も の の 数

959

927 0 959

0922

裁 判 官 氏 名 罷 免 を可と する投票


